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第1章 計画策定の背景と目的                 

１ 背景 

本村は、霞ヶ浦の南岸に位置し、昭和 30年 4 月 1 日に、木原村・安中村・舟島村の一部舟子

が合併して誕生しました。本村は農村の魅力を維持しながら、昭和 53年の JRA 美浦トレーニン

グ・センター開場や、企業の進出などにより発展をしてきました。 

 このような歴史の中で、行政需要の拡大や村民ニーズの多様化にこたえる形で、様々な公共施

設の建設や整備を行ってきました。 

特に、学校教育系施設や村民文化系施設・社会教育系施設、行政系施設などの建築物の多くは、

昭和 40年代から昭和 60年代にかけて集中的に整備されてきました。その結果、近い将来、一斉

に大規模修繕や建替えの時期を迎えることになります。 

加えて、道路、橋りょう、上下水道等のインフラ施設も同様の傾向にあり、今後、これらすべ

ての公共施設を、これまでと同じような水準で維持・更新していくことは、少子高齢化や将来の

人口減少が見込まれる中、大きな財政負担となることが想定されます。 

このような課題に対応するため、特定の公共施設等について、耐震化や長寿命化を推進してい

く必要性が増してきています。 

さらに、すべての公共施設等の現状について総合的に管理し、既存の計画との整合性を図りつ

つ、全体的かつ長期的な視点で、公共施設等の効率的な維持管理や建替え、再配置等を計画的に

進めていくことが求められています。 

 

２ 目的 

公共施設等を取り巻く現状について客観的に分析することにより、長期的な視点で、公共施設

等の管理を総合的に推進し、効果的かつ効率的に質の高い公共サービスを提供できるようにする

ことを目的として「美浦村公共施設等総合管理計画」（以下、「本計画」という。）を策定するもの

です。 
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３ 計画の位置づけ 

本計画は、平成 25 年 11 月に国が策定した「インフラ長寿命化基本計画」などを踏まえて策

定するもので、今後の各施設の個別計画の指針となるものです。 

 また、本村の最上位計画である「美浦村総合計画」の下位計画として、「美浦村第 3 次行政改

革大綱」、「美浦村都市計画マスタープラン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」などとの

連携を図り、各施設や事業目的における公共施設等の役割や機能等を踏まえた横断的な考え方を

示すものです。 

 なお、各種既存計画等の見直しの際には、本計画との整合性を図るものとします。 

図 1-1 本計画の位置付け 

 

 

４ 計画期間 

本村では、昭和 40年代から昭和 60年代にかけて建設された施設が多く、これらは今後 40年

の間に大規模修繕や建替えの時期が集中します。 

また、公共施設等の計画的な管理において、本計画については、平成 29年度から平成 38年度

までの 10年間を計画期間とします。 
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５ 計画の対象範囲 

本計画の対象は、行政財産、普通財産を問わず村有財産の建築物（敷地を含む）、および行政財

産である道路、橋りょう等を対象範囲とするものであり、これらを「公共施設等」とします。 

公共施設等は、建築物系公共施設として、1.村民文化系施設、2.社会教育系施設、3.スポーツ・

レクリエーション系施設、4.学校教育系施設、5.子育て支援施設、6.保健・福祉施設、7.行政系

施設、8.公園、9.その他、10.上水道施設、11.下水道施設の 11 類型、そして、インフラ系公共

施設として、1.道路、2.橋りょう、3.上水道、4.下水道の 4類型とします。 

図 1-2 本計画の対象範囲 

※美浦村地域交流館については、平成 29年完成のため、計画の対象外となっています。 
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第2章 公共施設等の現況および将来の見通し          

１ 公共施設等の現況 

 建築物系公共施設とインフラ系公共施設の類型ごとに、建物の延床面積や道路延長等の総量、

年度別建築整備状況等について整理しました。 

（１）建築物系公共施設 

①総量 

 建築物系公共施設について、平成 27年度末時点における保有状況を図 2-1、表 2-1に整理し

ました。その結果、本村の建築物系公共施設の保有数量は 169 施設、延床面積 55,118.32 ㎡と

なっています。 

 このうち最も延床面積の構成比率が大きい施設類型は、学校教育系施設の 48.7％（26,843.38

㎡）であり、建築物系公共施設全体の過半数以上を占めています。2 番目が下水道施設で全体の

11.3 %(6,204.42㎡)、3番目が村民文化系施設で 7.8％（4,317.03㎡）となっています。この

3つの施設類型で全体の約 7割を占めています。 

図 2-1 建築物系公共施設の施設類型別延床面積構成（平成 27年度末時点） 
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表 2-1 建築物系公共施設の施設類型別延床面積（平成 27年度末時点） 

※構成比の合計を 100%にするために端数処理をしています。  



6 

 

②人口 1 人当たりの建築物系公共施設延床面積 

茨城県内人口 10,000人以上 40,000人未満の 20市町村、人口 1人当たりの建築物系公共施

設延床面積を表 2-2、同比較を図 2-2に整理しました。  

本村が保有する建築物系公共施設の延床面積を人口 1 人当たりに換算すると、3.34 ㎡/人にな

ります。これは、茨城県内 20市町村の平均値 3.81㎡/人よりも低い水準にあります。 

茨城県内 44市町村では、平均値 3.25㎡/人であり、やや高い水準となります。 

また、全国市町村の平均 3.42 ㎡/人（出典：「全国自治体公共施設延床面積データ」東洋大学

PPP研究センター）と比べるとやや低い水準にあります。 

 

 

表 2-2 茨城県内 20市町村の人口 1人当たりの建築物系公共施設延床面積 

 
 

出典：人口は「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成 27年 1月 1日現在、総務省）より。 

行政面積は「平成 26年全国都道府県市区町村別面積調」（平成 26年 10月 1日現在、国土地理院）より。 

建築物の総延床面積は「公共施設状況調経年比較表/市町村経年比較表（決算年度 2014）」（総務省 地方財政状況調査 

関係資料）より。ただし、本村の総延床面積は平成 27年度末の数値を用いました。 
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図 2-2 茨城県内 20市町村の人口 1人当たりの建築物系公共施設延床面積の比較 

※出典：全国市町村の平均値は東洋大学 PPP研究センター「全国自治体公共施設延床面積データ」（2012年 1月） 
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③建築年度別延床面積の整理 

建築物系公共施設について、平成 27 年度末時点における建築年度別延床面積を図 2-3 に整理

しました。その結果、昭和 40年代から昭和 60年代にかけて学校教育系施設を中心に村民文化系

施設、スポーツ・レクリエーション系施設を整備してきたことが分かります。 

公共施設に多く使用されている、鉄筋コンクリート造建物の耐用年数は約 60年とされており、

今後、これらの建築物系公共施設が集中して大規模修繕や建替えの時期を迎え、大きな財政負担

になることが想定されます。 

 

 

図 2-3 建築年度別・類型別延床面積（平成 27年度末時点） 
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④建築経過年数の状況 

建築物系公共施設について、平成 28 年 3 月 31 日を基準として、経過年数別に保有状況を表

2-3、図 2-4に整理しました。 

その結果、築 30 年未満の建物は全体の 42.1%（2.3 万㎡）であり、建物の老朽化が懸念され

る築 30年を経過した建物は全体の 57.9%（3.2万㎡）と過半数であることが分かります。 

延床面積の構成比は築 30 年以上 40 年未満が高く、全体の 51.2%（2.8 万㎡）を占め、老朽

化が進んでいることがわかります。 

表 2-3 建築経過年数別延床面積（平成 27年度末時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 建築経過年数別の延べ床面積（平成 27年度末時点）  
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（２）インフラ系公共施設の現状 

①総量 

本村のインフラ系公共施設の現況を表 2-4に示します。道路については延長及び面積、橋りょ

うについては面積、上水道施設、下水道施設については総延長をそれぞれ集計しています。 

 

表 2-4 インフラ系公共施設の現況（平成 28年 3月 31日時点） 

種 別 総 量 

(Ⅰ)道路 
実延長合計 

道路面積 

383,683.50（m） 

1,707,594.59（㎡） 

(Ⅱ)橋りょう 
橋りょう数 

面積 

59（橋） 

2,802.46（㎡） 

(Ⅲ)上水道 管路延長 141,788.69（ｍ） 

(Ⅳ)下水道 
公共下水道管路延長 71,523.67（ｍ） 

農業集落排水管路延長 79,126（ｍ） 

 

②年度別整備量の状況 

インフラ系公共施設のうち、①道路、②橋りょう、③上水道、④下水道について、年度別整備

量を整理しました。このうち、①道路と④下水道は年度別整備量の把握が困難であるため、整備

総量を示します。 

 

(Ⅰ)道路 

平成28年3月31日時点の一級村道、二級村道、その他村道の合計整備量は実延長 383,683.50m、

道路面積 1,707,594.59㎡となっています。また、自転車歩行者道路は該当ありません。土地区画

整理事業や道路改良事業等により整備を進めてきました。 

 

(Ⅱ)橋りょう 

橋りょうの年度別整備量を図 2-5 に示します。本村の橋りょうは社会基盤整備に伴い昭和 40

年代から整備が始まり、更新の目安である建設後 60 年を超えているものは僅かです。しかし、

昭和 40年代以降から昭和 60年代にかけて整備が集中していることもあり、平成 35年以降は耐

用年数を超えた橋りょうが増加し、更新の需要が増大していきます。 
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図 2-5 橋りょうの年度別整備量 

 

 

(Ⅲ)上水道 

上水道の年度別整備量を図2-6に示します。本村の上水道の合計整備量は総延長141,788.69m

となっています。 

図 2-6 上水道の年度別整備延長 

 

 

 

 

更新の目安 

40年以上経過 

橋りょうの面積 2,802.46㎡ 

上水道管の総延長 141,788.69ｍ 

更新の目安 

60年以上経過 

耐用年数 60年 
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(Ⅳ)下水道 

下水道の年度別整備量を図 2-7に示します。本村の公共下水道は、平成 11年以降から整備を

進めており平成 27年度末時点の延長は 71,523.67ｍとなっています。 

農業集落排水は、平成 27年度末時点の延長は 79,126ｍとなっています。 

図 2-7 下水道の年度別整備延長 

 

  

公共下水道管の総延長 71,523.67ｍ 

農業集落排水の総延長 79,126ｍ 

耐用年数 50年 
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２ 人口推移と将来人口推計  

本村全体の年代別人口の見通しを示します。なお、ここで扱う人口データの実績値は各年の国

勢調査を、推計値については、現状認識という趣旨から「国立社会保障・人口問題研究所による

推計」を用いております。 

（１）総人口の推移と将来人口推計 

村全体の総人口及び年齢 3区分人口推移と将来人口推計を図 2-8に示します。 

総人口については、平成 12年の 18,219人をピークに減少に転じております。平成 27年を起

点とすると 20年後の平成 47年には 13,002人、30年後の平成 57年には 11,042人、40年後

の平成 67年には 9,104人に減少するものと見込まれています。 

また、年齢 3区分の構成比でみると、0歳以上 14歳以下の年少人口比率は平成 37年には 1,466

人 8.4％、平成 47 年には 1,119 人 6.5％、平成 57 年には 924 人 5.3％、平成 67 年には 708

人 4.1％に減少するものと推計されています。一方、65歳以上の老年人口比率は平成 37年には

4,762人 27.5％、平成 47年には 4,724人 27.3％、平成 57年には 4,617人 26.7％、平成 67

年には 3,992人 23.1％と推計されています。 

 

図 2-8 人口推移と将来人口推計 
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３ 財政状況  

公共施設の｢更新問題｣が深刻化する前に、中長期的な視点から、財政負担を軽減・平準化する

ための具体的検討を行い、施策へ反映させていくことが重要となります。 

（１）歳入 

歳入決算額の推移について表 2-5、図 2-10 に示します。地方税収入については、減少傾向に

ありますが、その一方で地方交付税については増加しております。 

 

表 2-5 歳入決算額の推移（普通会計決算） 

 

 

図 2-10 歳入決算額の推移（普通会計決算） 
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（２）歳出 

歳出決算額の推移について表 2-6、図 2-11 に示します。人件費・物件費・補助費の消費的経

費（※3）は近年やや増加傾向にあります。扶助費（※4）については、平成 18年度において 3.3億円

であったものが、平成 27年度では 6.7億円まで増加しております。 

 

 

表 2-6  歳出決算額の推移（普通会計決算） 

 

図 2-11 歳出決算額の推移（普通会計決算） 

 

（※3）消費的経費：扶助費のほか、各種団体への補助金や負担金、道路や学校など各公共施設の維持補修費、施

設に必要な物品の購入費、職員給与等の経費であり、支出効果が単年度又は短期間に終わる性質の経費を

いいます。 

（※4）扶助費：社会保障制度の一環として各種法令に基づいて、生活困窮者、児童、老人、心身障がい者等を援

助するために要する経費をいいます。 
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（３）投資的経費の内訳 

投資的経費（※5）の内訳を表 2-7、図 2-12 に示します。平成 26 年度 4.3 億円、平成 27 年度

では 12.2億円となっております。 

 

 

表 2-7 投資的経費の内訳 

 

 

 

 

図 2-12 投資的経費の内訳推移 

 

 

 

 

 

 

 

（※5）投資的経費：その支出の効果が資本の形成のためのものであり、道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅

など将来に残る社会資本の整備等に要する経費をいいます。 
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（４）公共施設に係る投資的経費の内訳 

建築物系公共施設に係る投資的経費推移を表 2-8、図 2-13に示します。「過去 5年間における」

建築物系公共施設に係る投資的経費は、投資的経費のうち、公共施設に対するものは平成 23 年

度 3.3億円、平成 24年度 3.4億円、平成 25年度 6.9億円、平成 26年 1.6億円、平成 27年度

5.1億円と推移しています。 

 

表 2-8 建築物系公共施設に係る投資的経費の内訳 

 

 

図 2-13 建築物系公共施設に係る投資的経費の内訳推移 
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４ 公共施設等の将来更新等費用推計及び財源の見込 

本村の公共施設等を、全て現状のまま維持した場合に今後どれだけの費用がかかるのかを試算

し、それらに充てることができる財源と比較することで、公共施設等の維持に関する財政上の課

題を抽出します。算出方法は、総務省が活用を推奨している公共施設更新費用試算ソフト（一般

財団法人地域総合整備財団公開）による試算条件を適用しています。 

 

（１）公共施設等の将来更新等費用推計 

①建築物系公共施設の将来更新等費用推計 

本村の建築物系公共施設を全て現状のまま維持した場合にかかる将来更新等費用（大規模修繕

と建替え等にかかる費用）を図 2-14に示します。平成 29年度から平成 68年度までの 40年間

で、将来更新等にかかる費用は総額約 208.9億円となります。 

公共施設投資的経費の直近 5年平均として約 4.1億円となっております。年更新費用の資産に

おいては、既存更新分及び新規整備分として 1.3倍と想定し約 5.2億円と試算しております。 

図 2-14 建築物系公共施設の将来更新等費用の推計 

 

また、ここ 10年の課題として築 31年以上 50年未満の施設について、大規模修繕の必要性が

あることから計画的な更新が求められております。 
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②インフラ系公共施設の更新等費用推計 

インフラ系公共施設として、①道路、②橋りょう、③上水道、④下水道施設、⑤インフラ系公

共施設の合計についての将来更新等費用を試算したものを図 2-15から図 2-19に示します。 

(Ⅰ)道路 

平成 21年度から平成 25年度までの道路関係経費としての実際事業費をベースとして、平成

11年度から平成 26年度に均等に整備したものとして試算しました。平成 29年度から平成 68

年度までの 40年間での将来更新等費用は約 95.4億円で、平均すると年間約 2.4億円かかる見込

みです。 

図 2-15 ①道路の将来更新等費用試算 

 

 

(Ⅱ)橋りょう 

平成 29年度から平成 68年度までの 40年間での将来更新等費用は約 11.0億円で、平均する

と年間約 0.3億円かかる見込みです。平成 51年以降に多額の更新費用が発生すると見込まれま

す。 

40年間整備額 95.4億円  

1年当たり整備額 2.4億円 
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図 2-16 ②橋りょうの将来更新等費費用 

 

 

(Ⅲ)上水道施設 

平成 29年度から平成 68年度までの 40年間での将来更新等費用は約 144.1億円で、平均する

と年間約 3.6億円かかる見込みです。平成 36年以降に必要更新が大きく見込まれます。 

図 2-17 ③上水道施設の将来更新等費用試算 

 

 

 

総整備額 12.6億円 

40年間整備額 11億円  

1年当たり整備額 0.3億円 

総整備額 144.3億円 

40年間整備額 144.1億円  

1年当たり整備額 3.6億円 
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(Ⅳ)下水道施設 

下水道については、管渠総延長・下水道処理施設の将来更新費用として試算しております。そ

の結果、平成 29年度から平成 68年度までの 40年間での将来更新等費用は約 151.2億円で、平

均すると年間約 3.8億円かかる見込みです。 

図 2-18 ④下水道施設の将来更新等費用試算 

 

 

 

  

総整備額 205.5億円 

40年間整備額 151.2億円  

1年当たり整備額 3.8億円 
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(Ⅴ)インフラ系公共施設の将来更新等費用推計（合計） 

インフラ系公共施設の将来更新等費用の合計を図 2-19に示します。 

平成 29年度から平成 68年度までの 40年間での将来更新等費用は約 401.8億円で、平均する

と年間約 10.0億円かかる見込みです。 

平成 36年以降から上水道施設、平成 54年度以降から下水道施設の耐用年数超過施設にかかる

費用が増加する見込みです。 

図 2-19 ⑤インフラ系公共施設の将来更新等費用の推計（合計） 

 

総整備額 401.8億円 

1年当たり整備額 10.0億円 
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③全ての公共施設等の将来更新等費用推計 

建築物系公共施設及びインフラ系公共施設の将来更新等費用の推計の合計を図 2-20に示しま

す。 

平成 29年度から平成 68年度までの 40年間で更新等にかかる費用は約 610.7億円で、平均す

ると年間約 15.3億円かかる見込みです。 

図 2-20 全ての公共施設等の将来更新等費用の推計 

 

 

  

40年間整備額 610.7億円 

1年当たり整備額 15.3億円 
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④将来更新等費用の試算条件 

一般財団法人 地域総合整備財団が公開している「公共施設更新費用試算ソフト ver.2.10」の

試算条件を適用して算出しました。計算条件は以下のとおりです。 

●建築物系公共施設 

 築 60年で更新を実施します。 

 築 30年で大規模修繕を実施します。 

 大規模修繕、建替えの積み残し(※6)は最初の 10年間で実施します。 

 設計から施工まで複数年度にわたり費用がかかることを考慮し、建替えについては 3年

間、大規模修繕については 2年間で費用を均等配分します。 

 大規模修繕及び建替え単価は表 2-9のとおりです。 

表 2-9 建築物系公共施設の大規模修繕及び建替え単価 

施設分類 
大規模修繕単価 
（円/㎡） 

建替え単価 
（円/㎡） 

対応する総務省分類 

村民文化系施設 250,000 400,000 村民文化系施設 

社会教育系施設 250,000 400,000 社会教育系施設 

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 200,000 360,000 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 

学校教育系施設 170,000 330,000 学校教育系施設 

子育て支援施設 170,000 330,000 子育て支援施設 

保健・福祉施設 200,000 360,000 保健・福祉施設 

行政系施設 250,000 400,000 行政系施設 

公園 170,000 330,000 公園 

その他 200,000 360,000 供給処理施設 

上水道施設 200,000 360,000 供給処理施設 

下水道施設 200,000 360,000 供給処理施設 

●インフラ系公共施設 

(Ⅰ)道路 

 現状施設のみの試算で、今後新たに整備されるものは対象としていません。 

 整備後 15年で更新を実施します。 

 更新費用の単価は表 2-10のとおりです。 

 

表 2 -10 道路の更新単価 

分類 更新単価（円/㎡） 

一般道路、自転車歩行者道路 4,700 

 

（※6）積み残し：試算時点で更新年数を既に経過し、大規模修繕又は建替えられなくてはならないはずの施設が、

大規模修繕又は建替えられずに残されている状況のことです。  
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(Ⅱ)橋りょう 

 現状施設のみの試算で、今後新たに整備されるものは対象としていません。 

 整備後 60年で更新を実施します。 

 更新の積み残し(※6)は最初の 5年間で実施します。 

 構造に係らずすべてコンクリート橋で更新します。 

 更新費用の単価は表 2-11のとおりです。 

表 2-11 橋りょうの更新単価 

分類 更新単価（円/㎡） 

コンクリート橋 425,000 

(Ⅲ)上水道 

 現状施設のみの試算で、今後新たに整備されるものは対象としていません。 

 整備後 40年で更新を実施します。 

 更新の積み残し(※6)は最初の 5年間で実施します。 

 更新費用の単価は表 2-12のとおりです。 

表 2-12 上水道の更新単価（配水管） 

管径 更新単価（円/ｍ） 

150㎜未満 97,000 

150～200㎜ 100,000 

200～250㎜ 103,000 

250～300㎜ 106,000 

300～350㎜ 111,000 

350～400㎜ 116,000 

400～450㎜ 121,000 

450～550㎜ 128,000 

(Ⅳ)下水道 

 現状施設のみの試算で、今後新たに整備されるものは対象としていません。 

 整備後 50年で更新を実施します。 

 更新の積み残し(※6)は最初の 5年間で実施します。 

 更新費用の単価は表 2-13のとおりです。 

 

表 2-13 下水道及び農業集落排水施設の更新単価 

管種 更新単価（円/ｍ） 

塩ビ管 124,000 
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（２）充当可能な財源見込みと公共施設等の将来更新等費用との比較 

①財源見込み 

過去 5年間の投資的経費(実績値)を表 2-14に示し、公共施設等の将来更新等費用に充てられ

る財源見込みを表 2-15に示します。一般会計及び特別会計ともに、過去 5年間の実績値（平均）

を将来充当可能な財源とみなし算出しました。 

この結果、一般会計と特別会計を合わせた建築物系公共施設、インフラ系公共施設の将来充当

可能な財源見込みは、年間約 10.9億円となります。 

 

表 2-14 過去 5年間の投資的経費（実績値）※決算統計・ヒアリングシートより 

 

 

表 2-15 充当可能な財源見込み（過去 5年間における投資的経費の平均値） 
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②将来更新等費用 

建築物系公共施設及びインフラ系公共施設の将来更新等費用（推計額）を表 2-16に示します。

建築物系公共施設及びインフラ系公共施設を合計した将来更新等費用は、年間約 15.3億円にな

ります。これに対して、充当可能な財源の見込みは年間約 10.9億円であり、年間約４.3億円の

不足が見込まれます。これにより、将来更新等費用は、充当可能な財源見込み額の約 1.4倍の費

用が必要となります。 

表 2-16 将来更新等費用 

 

 ※道路の将来更新等費用は平成 21~25年度の道路関係経費 5年平均値２.4億円としておりま

す。 
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５ 現状と課題に関する基本認識 

前節で示したとおり、本村における公共施設等の更新等費用（大規模修繕及び建替え等にかか

る経費）は、将来大きな財政負担となることが想定されます。また、本村の将来人口推計は減少

傾向で推移すると見込まれており、これに伴う税収減や、高齢化の進展による社会保障費等の増

加も想定されます。 

これらを踏まえ、本村における公共施設等の課題とその基本認識を以下のとおり整理します。 

（１）公共施設等の安全性と機能性の確保 

本村では、昭和40年代から60年代にかけて集中的に建築物系公共施設が整備されてきました。

その結果、建築物系公共施設については、築 40年以上経過している施設は全体の 6.7％ですが、

大規模修繕の目安である築 30年以上となる施設は全体の約 57.9％を占めています。 

インフラ系公共施設については、平成 25年度に策定した「美浦村橋梁長寿命化修繕計画」等

により、計画的に長寿命化が進められていますが、その他インフラ系公共施設についても、今後

は耐用年数を迎えるものが増加していきます。これら老朽化の問題に対応するため、公共施設等

の長寿命化を図るとともに、安全性と機能性を確保していく必要があります。 

（２）村民ニーズに対応した公共サービスの提供 

本村が保有する建築物系公共施設の人口 1人当たりの延床面積は 3.34㎡/人であり、全国市町

村平均（3.42㎡/人）、茨城県内人口 10,000人以上 40,000人未満での 20市町村の平均（3.81

㎡/人）と比較すると低い水準にあります。 

一方、現在の延床面積の総量を維持した場合、今後の人口減少により人口 1人当たりの延床面

積は増加し、施設の更新等にかかる人口 1人あたりの費用負担も増加することが見込まれます。 

したがって、人口構造の変化に伴う村民ニーズの変化に対応しつつ、質の高い公共サービスの

提供を維持していく必要があります。 

（３）公共施設等の将来更新等費用の抑制 

本村の公共施設等の将来更新等費用は、年間約 15.3億円かかる見込みであり、将来充当可能

な財源見込み額である年間約 10.9億円の約 1.4倍となります。 

こうした分析結果に加え、財政については、人口減少や少子高齢化、社会保障費の増加など、

今後も厳しい状況が想定されるため、早急に公共施設等の将来更新等費用の抑制を図っていくこ

とが求められます。 
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第3章 公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本方針  

１ 基本目標 

本村の公共施設等を取り巻く現状と課題、将来の費用負担に関する試算結果を踏まえ、本計画

の基本目標を定めます。 

建築物系公共施設については、安全性と機能性を確保し、質の高い公共サービスを維持した上

で、公共施設全体の効率的な有効活用と最適化を目指します。 

インフラ系公共施設については、村民の日常生活や経済活動における重要なライフラインであ

るとともに、大規模災害時には救護や災害復旧等においても重要な基盤施設であることから、安

全性と利便性を確保しつつ、長寿命化等による経費の抑制を目指します。 

 

（１）建築物系公共施設に関する基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①施設の適正管理及び長寿命化 

施設の安全性と機能性を継続的に確保するため、法定点検及び日常点検を実施し、耐震

化や計画的な修繕等の実施により、施設の適正管理及び長寿命化に努めます。 

②施設の適正配置及び有効活用 

質の高い公共サービスを提供し続けるため、人口構造等の変化に伴う村民ニーズに適応

した施設配置及び有効活用に努めます。 

③施設の最適化による将来負担の抑制 

今後増大が見込まれる将来の更新等費用の軽減を図るため、民間との協働や統廃合・複

合化等による施設の最適化を目指します。 

また、推計された将来の更新等費用、年間 5.2 億円に対して財政的なシミュレーション

を行った結果、今後40年間で充当可能な普通建設事業費の見込みが年間約4.1億円となり、

年間約 1.1億円が不足するため、約 21%の更新等費用の縮減が必要となる結果となりまし

た。 

このシミュレーションの結果を踏まえ、将来更新等費用の縮減に取り組んでいきます。 
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図 3-1 建築物系公共施設の基本目標イメージ 

 

 

（２）インフラ系公共施設に関する基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①適正管理による計画的な整備・更新 

災害時においても村民生活の安全性及び利便性を確保できるよう、法定点検及び日常点

検を実施し、施設の計画的な整備・更新に努めます。 

②長寿命化による将来負担の抑制 

今後増大が見込まれる将来更新等費用の軽減を図るため、予防保全型維持管理への転換

やインフラ施設の長寿命化を推進し、中長期的な視点による費用の抑制及び平準化を目指

します。 
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２ 管理の実施方針 

前節の基本目標を踏まえ、公共施設等における管理の実施方針について以下に整理します。今

後新たに策定する各施設の個別計画については、本計画における方針と整合性を図るものとしま

す。 

また、本計画の内容や進捗状況等については、ホームページ等で公表します。 

 

（１）建築物系公共施設管理の実施方針 

①施設の適正管理及び長寿命化 

◇建築物や設備の老朽化に伴う機能の損失を未然に防止するため、施設管理者による日常点

検・診断等を導入します。 

◇対処療法である「事後保全」から、機能の低下の兆候を検出し、使用不可能な状態の前に補

修等を行う「予防保全」に転換します。 

◇点検・診断の結果や老朽化の状況などから危険性が認められた施設については、施設の利用

状況や優先度を踏まえ、修繕、建替え、解体等を検討し、安全性の確保に努めます。 

◇定期点検や予防保全の結果を踏まえて修繕や大規模修繕を計画的に実施することにより、老

朽化の進行を遅らせ、施設の機能低下を抑えるとともに、将来更新等費用の抑制及び平準化

を図ります。 

②施設の適正配置及び有効活用 

◇施設の新規整備や建替えを検討する際は、施設の位置や規模・設備等について、社会情勢や

村民ニーズに適応しているか十分協議し、真に必要とされる施設以外は可能な限り抑制に努

めます。 

点検・診断結果を踏まえた安全性の確保 

計画的な長寿命化の推進 

継続的に点検・診断・メンテナンスを行える体制の整備 

新規整備・建替えの慎重な検討 
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◇既存の施設について、社会情勢や村民ニーズに適応しているかどうか再度検討し、中長期的

な視点から、今後における施設のあり方や適正配置について検討します。 

◇使用を停止した施設について、社会情勢や村民ニーズに適応した活用方法を検討します。また、

村単独での利用が図れない場合は、民間活力による公的サービスについても検討します。 

 

③施設の最適化による将来負担の抑制 

◇民間活用によるコスト削減やサービス向上が期待できる施設については、PPP（※9）や    

PFI（※10）の導入により民間企業の資金やノウハウを活用するほか、地域住民との連携による

事業の効率化についても検討します。 

◇施設の大規模修繕や建替えを検討する際は、社会情勢や村民ニーズ、周辺施設や類似施設の

状況等を踏まえ最適な規模を検討するとともに、建物の統廃合や機能の複合化についても検

討します。 

◇施設の運営費用縮減のため、省エネ対応機器等の積極的な導入に努めます。 

◇公的利用が見込めない公共施設については、売却や貸付による収入の確保を検討します。 

◇将来的に利用が見込めない施設等については、客観的な視点から保有の必要性を検討し、総

量の縮減に努めます。 

◇施設の撤去により生じる跡地は、売却処分等により財源の確保を図ります。 

 

 

 

未利用施設の有効活用 

今後における施設のあり方や適正配置の検討 

官民連携による事業の効率化 

（※9）PPP パブリック・プライベート・パートナーシップ（公民連携）:公共サービスの提供に民間が参画する

手法を幅広く捉えた概念で、民間資本や民間のノウハウを利用し、効率化や公共サービスの向上を目指す

ものです。指定管理者制度も含まれます。 
（※10）PFI プライベート・ファイナンス・イニシアティブ：公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資

金、経営能力及び技術的能力を活用することで、効率化やサービス向上を図る公共事業の手法をいいます。 
 

 

施設の統廃合・複合化の検討 

管理費用の縮減及び財源の確保 
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（２）インフラ系公共施設管理の実施方針 

①適正管理による計画的な整備・更新 

◇「事後保全」から「予防保全」へ転換し、施設性能を可能な限り維持します。 

◇定期的な点検・診断結果から得られた施設の状態や対策履歴の情報を記録し、次期点検・診

断に活用するメンテナンスサイクル（点検→診断→措置→記録）を構築します。 

◇今後の社会・経済情勢の変化や村民のニーズを踏まえ、中長期的な視点から必要な新規整備

及び更新等を計画的に実施します。 

◇費用対効果や経済波及効果を考慮し、新規整備及び更新等をバランスよく実施します。 

②長寿命化による安定供給及び将来負担の抑制 

◇利用者の安全性や安定供給を確保するため、各施設の特性や緊急性を考慮した上で、点検及

び診断結果に基づき計画的に耐震化等の長寿命化を図ることにより、老朽化の進行を遅らせ、

施設の機能低下を抑えるとともに、将来更新等費用の抑制及び平準化を目指します。 

◇橋りょうについては、平成 25年度に策定した「美浦村橋梁長寿命化修繕化計画」に基づき、

計画的に長寿命化を実施していきます。 

  

点検・診断結果を活用したメンテナンスサイクルの構築 

中長期的な視点によるバランスのとれた施設の整備・更新 

計画的な長寿命化の推進 
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第4章 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針        

１ 建築物系公共施設 

建築物系公共施設における施設類型ごとの管理に関する基本的な方針を以下に示します。 

施設類型の大分類ごとに施設の配置状況を示し、中分類ごとに①基本情報、②建物の老朽化状

況、③概要・課題等、④基本的な方針について整理します。 

（１）村民文化系施設 

１）集会施設 

①基本情報 

 

 

②建物の老朽化状況 

 

③概要・課題等 

 ・美浦中央公民館、多目的集会施設は村民の文化活動の中心拠点となっています。 

 ・築 30 年を超える施設が大半のため、老朽化の進行度合いに応じた修繕を行う必要がありま

す。 

 ・美浦中央公民館は平成 22年度に屋上防水工事等を中心とした改修工事、また平成 27年度に

空調設備の交換工事を行っています。今後長寿命化を含めた 10 年間の維持修繕計画につい

て検討を進めています。 

 ・木原地区多目的集会施設、安中地区多目的研修集会施設ともに大規模改修を行っておらず、

外壁や防水の点で不具合が生じております。 

 ④基本的な方針 

 ・美浦中央公民館については策定中の維持修繕計画に沿って適切な維持管理を実施して長寿命

化を図ります。 

 ・多目的集会施設については、施設の老朽化状況や利用状況を考慮し、安全に利用できる施設

として設備の保守点検、定期的な修繕を適切に実施し、長寿命化についても検討します。  
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（２）社会教育系施設 

 

１）博物館等 

①基本情報 

 

 

②建物の老朽化状況 

 

③概要・課題等 

 ・美浦村文化財センター、陸平研究所ともに村の文化財の保管・管理を目的としており、体験

学習など地域住民の教育普及にも寄与しています。 

  

④基本的な方針 

 ・施設の老朽化の状況や利用状況を考慮し、適切な維持管理を実施し今後の運用について検討

します。 
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（３）スポーツ・レクリエーション系施設 

 

１）スポーツ施設 

①基本情報 

 

 

②建物の老朽化状況 

 

③概要・課題等 

 ・光と風の丘公園クラブハウスは村民の健康増進、自然とのふれあい、また総合的な利用を目

的として設置されており、スポーツ施設の他レクリエーションのための施設が併設されてい

ます。老朽化に伴う必要な修繕について、3カ年計画で修繕を進めています。 

 ・農林漁業者トレーニングセンターは平成 26 年度に耐震補強工事と合わせトイレの改修工事

を実施し長寿命化を図っています。 

 

④基本的な方針 

 ・老朽化の状況と利用状況を考慮し、設備の保守点検、定期的な修繕、機能向上に向けた維持

管理を適切に実施します。 
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２）レクリエーション施設・観光施設 

①基本情報 

 

 

②建物の老朽化状況 

 

③概要・課題等 

 ・里山交流館は陸平貝塚公園にある利用者の体験学習施設として利用されています。 

 

④基本的な方針 

・老朽化の状況と利用状況を考慮し、設備の保守点検、定期的な修繕、機能向上に向けた維持

管理を適切に実施します。 
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（４）学校教育系施設 

１）学校 

①基本情報 

 

 

②建物の老朽化状況 

 

③概要・課題等 

 ・村内に小学校が 3校、中学校が 1校あり、村が所有する公共施設の延べ床面積の約半分を学

校施設が占めています。 

 ・築 30 年を超える施設が大半を占めておりますが、耐震化工事と合わせて必要な大規模改修

工事を行っています。定期点検に基づく不具合については都度修繕を行っています。 

 ・各小学校のプールについて、老朽化による水漏れ等の不具合が発生し、平成 28 年度大谷小

学校において改修工事を実施しており、それ以外の小学校についても対応を検討しておりま

す。 

 

④基本的な方針 

 ・今後の児童・生徒数の動向や地域における役割を踏まえ、適切な維持管理を実施し長寿命化

を図ります。 
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（５）子育て支援施設 

１）幼稚園・保育園・こども園 

①基本情報 

 

 

②建物の老朽化状況 

 

③概要・課題等 

 ・村内に保育所 2 園と幼稚園 1園を有しており、大半が築 30 年以上経過する施設です。美浦

幼稚園については近年耐震化工事を実施しています。 

 ・保育所については大規模改修工事から年数が経過しており、外壁、冷暖房設備等に不具合が

生じており、適切な修繕を検討し長寿命化を図る時期に来ています。 

 

④基本的な方針 

 ・今後の児童の動向や地域における役割を踏まえ、適切な維持管理を実施し長寿命化を図りま

す。 
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２）幼児・児童施設 

①基本情報 

 

 

②建物の老朽化状況 

 

③概要・課題等 

 ・児童館は管理運営に指定管理者制度を導入しています。施設の不具合については指定管理者

からの報告を受け、修繕を実施しています。 

 ・外壁や空調等に一部不具合があり、適切な修繕を実施しています。 

  

④基本的な方針 

 ・今後の児童の動向や地域における役割を踏まえ、適切な維持管理を実施し長寿命化を図りま

す。 
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（６）保健・福祉施設 

１）高齢福祉施設 

①基本情報 

 

 

②建物の老朽化状況 

 

③概要・課題等 

 ・老人福祉センターは築 40 年を超え老朽化が進んでおりますが、耐震診断の結果改修不要で

あり、外壁や屋上防水といった大規模改修工事を実施して長寿命化を図っています。 

 ・それ以外の施設については比較的老朽化は進んでいませんが、乳児から高齢者まで幅広い世

代が利用する施設として安全確保や快適な施設環境を維持するために、必要な修繕を適切に

実施していく必要があります。 

 

④基本的な方針 

 ・老朽化の状況と利用状況を考慮し、設備の保守点検、定期的な修繕、機能向上に向けた維持

管理を適切に実施します。 
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２）障害福祉施設 

①基本情報 

 

 

②建物の老朽化状況 

 

 

③概要・課題等 

 ・ホープ作業所は、障害者の地域社会における自立と就労に向けた作業訓練の推進を目的とし        

て、作業体験や相談などの事業を実施しています。 

  ・管理運営に指定管理者制度を導入しており、施設の不具合については指定管理者からの報告

を受け、都度修繕を実施しています。 

 

④基本的な方針 

 ・2 棟のうち平成 7 年建築のものは、耐震診断の結果改修不要と判断されておりますので、今

後も老朽化の状況と利用状況を考慮し、設備の保守点検、定期的な修繕、機能向上に向けた

維持管理を適切に実施します。 

 ・また、もう 1棟は平成 26年建築のものなので、耐震診断は不要です。 
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（７）行政系施設 

１）庁舎等 

①基本情報 

 

 

②建物の老朽化状況 

 

 

③概要・課題等 

 ・役場庁舎は築 40年を超えており老朽化が進んでおりますが、平成 27年度に耐震工事を実施

し、長寿命化を図っています。また合わせて大規模改修工事により空調設備やエレベーター

設備、給排水設備の更新を行いました。 

 

④基本的な方針 

 ・引続き、村政を担う中心拠点として、また災害時の防災拠点としての機能を維持するために、

早期点検により計画的な修繕を実施してまいります。 
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２）消防施設 

①基本情報 

 

 

②建物の老朽化状況 

 

 

③概要・課題等 

 ・消防分団は 10 分団を組織しており、施設については老朽化の状況に合わせて順次建替えを

行っています。 

 ・施設は消防団が管理を行っておりますが、必要な修繕については順次実施しています。 

 

④基本的な方針 

 ・施設の老朽化の状況や利用状況を考慮し、適切な維持管理を実施します。 
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（８）公園 

１）公園 

①基本情報 

 

 

②建物の老朽化状況 

 

 

③概要・課題等 

 ・公園施設はトイレや倉庫として利用されている 7 施設ですが、すべて築 30 年未満の施設で

す。 

 

④基本的な方針 

 ・住民が安全に利用できる施設として、遊具を含めた施設全体の定期点検を実施し、その結果

踏まえて劣化に伴う修繕や施設の撤去を検討し、安全確保と機能維持を図ります。 
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（９）その他 

１）その他 

①基本情報 

 

 

②建物の老朽化状況 

 

 

③概要・課題等 

 ・集落センター等は地域住民が利用する集会施設で、村民のふれあいの場として活用されてい

ます。 

 ・軽微な補修等の施設の機能維持については地区により管理を行っています。 

  

④基本的な方針 

 ・利用者が安心して利用できる施設として、地区と連携して定期的な点検と適切な維持管理を

実施していきます。 
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（１０）上水道施設 

１）上水道施設 

①基本情報 

 

 

②建物の老朽化状況 

 

 

③概要・課題等 

 ・本村の水道事業は、昭和 50 年代に整備を開始し、必要に応じた拡張を行いながら維持管理

を継続しています。現在は維持管理に加えて水道施設の更新時期が次々に到来しています。 

 ・配水場は水道事業開始当初に整備された施設であるため、築 30 年を超え老朽化が進行して

いますので、給排水設備や防水機能の一部に不具合が生じております。 

 

④基本的な方針 

 ・計画的な保全により施設の長寿命化を図り、住民が安心して利用できる施設として計画的な

維持管理を行っていきます。 

 ・今後の人口予測に基づく適切な水需要水準に合わせて、施設規模の適正化について検討しま

す。 
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（１１）下水道施設 

１）下水道施設 

①基本情報 

 

 

②建物の老朽化状況 

 

 

③概要・課題等 

 ・公共下水道処理施設として 1施設、農業集落排水処理施設 5施設を有しています。 

 ・事業に合わせて整備された施設ですので、比較的老朽化は進行していませんが、今後の更新・

維持管理費用を見据えて業務効率化を図る必要があります。 

 

④基本的な方針 

 ・将来の人口推移予測に基づき、処理施設の更新・維持管理費用を含めた事業の中長期的なコ

ストを考慮し、施設の長寿命化と維持管理費用の平準化を図ります。  
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2 インフラ系公共施設 

インフラ系公共施設における施設類型ごとの管理に関する基本的な方針を以下に示します。 

施設類型の大分類ごとに施設の配置状況を示し、中分類ごとに①基本情報、②概要・課題等、

③基本的な方針について整理します。 

（1）道路 

①基本情報 

種別 延長(m) 面積(㎡) 

1級村道 18,607.70 155,707.18 

2級村道 19,520.10 123,616.49 

その他の村道 345,555.70 1,428,270.92 

合計 383,683.50 1,707,594.59 

 

②概要・課題等 

・道路については交通量や重要度に応じて 1 級村道、2 級村道、その他村道に分類して管理を行

っています。平成 27 年度時点で総延長 383,683.50ｍ、面積 1,707,594.59 ㎡となっていま

す。 

③基本的な方針 

・村民の重要な交通インフラとして、将来の人口推移予測やまちづくり計画との整合性を考慮し

ながら、既存道路の機能維持に必要な維持修繕、また計画的な整備を進めてまいります。 
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（2）橋りょう 

①基本情報 

種別 延長(m) 面積(㎡) 

PC橋 243.80 1,356.46 

RC橋 45.60 201.45 

鋼橋 221.90 962.08 

木橋その他 48.30 282.47 

合計 559.60 2,802.46 

 

②概要・課題等 

・平成 27年度末時点で 59橋、延長 559.60ｍ、面積 2,802.46㎡が整備されています。 

・うち橋りょう 15橋について、平成 25年度に「美浦村橋梁長寿命化修繕計画」を策定し、計画

的に順次必要な修繕や長寿命化を実施しております。 

③基本的な方針 

・橋りょうについては、「美浦村橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、計画的かつ適切な維持管理に

努めます。 

・「美浦村橋梁長寿命化修繕計画」の対象となっていない橋りょうについても、安全確保のため定

期点検を実施し、必要な維持補修や長寿命化工事の実施について検討を進めていきます。 
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（3）上水道 

①基本情報 

種別 延長(m) 

送水管 5,435.71 

配水管 136,352.98 

合計 141,788.69 

 

②概要・課題等 

・本村の上水道の管渠延長は141,788.69ｍあり、普及率は98.2％と村内全域を網羅しています。 

・昭和 50 年代から整備を開始しており、今後水道管の更新時期の到来に備えて計画的かつ効率

的な更新について検討する必要があります。 

③基本的な方針 

・順次更新時期を迎える水道管について、水道ビジョンや経営戦略に基づき、今後の人口推移予

測に基づいた適正水準の需要に合わせて計画的な維持管理や長寿命化について検討を進めます。 
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（4）下水道 

①基本情報 

種別 延長(m) 

公共下水道 63,799.00 

農業集落排水 79,126.00 

合計 142,925.00 

 

②概要・課題等 

・本村の公共下水道は平成 11年度以降整備を進めており、平成 27年度末時点の管渠整備延長は

142,925mとなっています。 

・本村の農業集落排水事業は昭和 61年度以降整備を進めており、整備済地区は 4地区、平成 27

年度末時点の管渠整備延長は 79,126ｍとなっています。 

③基本的な方針 

・今後、老朽化対策や維持管理に係る経費の増大が見込まれるため、将来人口動向を踏まえた効

率的な整備について検討し、更新費用負担の平準化について検討します。 
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第5章 フォローアップ実施体制                

１ 全庁的な取り組み体制の構築 

公共施設等マネジメントに主体的に取り組む部署が中心となり、施設所管課などの関連部署と

連携し、全庁的な取組体制を構築します。また、全庁的な調整や合意形成を行う場としての庁内

検討組織を設置します。 

図 5-1 全庁的な取り組み体制のイメージ 

 

 

 

  

庁内検討組織 

提案・報告など 検討・承認 

施設所管課 施設所管課 施設所管課 施設所管課

… 

施設管理部署 ・計画の進行管理 
・情報の一元管理 

企画財政課 ・予算確保等に係る権限 

施設所管課 

… 
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２ 情報の一元管理と共有のあり方 

公共施設等総合管理計画を着実に推進していくためには、人件費や修繕費などの維持管理費用、

利用状況などについて、適宜把握する必要があります。そのため、図 5-2に示すように本計画策

定に伴い作成した「施設カルテ」を、一元的な情報データベースとして活用するものとし、修繕

履歴や改修などに関する情報を網羅し、適宜更新していくものとします。 

こうして一元化されたデータを庁内で共有し、施設の長寿命化計画や再編・再配置計画などの

策定のための基礎情報として活用し、全庁横断的かつ効率的な管理・運営の実践を目指します。 

図 5-2 情報の一元管理・共有のイメージ 

 

 

  

施設所管課 施設所管課 施設所管課 
・・・ 

情報の一元化・共有 

公共施設等 

総合管理計画 
施設カルテ 

（データベース） 

＜企画財政課＞ 
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３ フォローアップの実施方針 

PDCA(計画・実施・評価・改善)サイクルにより、取組の進捗管理や改善を行い、本計画を着実

に推進していきます。本計画を着実に進めていくために、図 5-3に示す PDCAサイクルを実施し

ていくことが重要となります。 

「PLAN・計画」では、本計画の方針に沿って再編・再配置計画等の個別計画の策定を行います。 

「DO・実施」では、大規模修繕や建替え、統廃合などの事業計画の策定及び推進を図ります。 

「CHECK・検証」では、進行管理を担う本計画庁内検討組織により再編・再配置計画等の個別

計画の進捗状況を集約し、情報の共有及び検証を行います。 

「ACTION・改善」では、検証により洗い出された課題について、庁内検討組織の中で協議し

ます。その結果に基づき、再編・再配置計画等の個別計画の見直しや新規の個別計画（PLAN）の

策定を行います。 

図 5-3 フォローアップの実施イメージ 

 

  

進捗状況の評価・検証 

評価・検証結果を踏まえ、 

改善策を検討 

Ｃ 

再編・再配置計画等の個別計画の策定 

Ｐ 
PLAN（計画） 

CHECK（検証） 

PDCA 

サイクル A 

ACTION（改善） 

大規模修繕や建替え、統廃合な

どの事業計画の策定・推進 

D 

DO（実施） 
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第6章 財政シミュレーション資料                

１ 財政シミュレーション 

財政シミュレーションの考え方 

一般会計からの財源である投資的経費の「普通建設事業費」の推計に当たっては、進行する少子

高齢化や人口減少といった人口の変化の影響を考慮することとする。具体的には、一般会計の予

算科目の中で、人口の変化の影響を強く受ける「村民税（個人）」と「扶助費」の二つの科目に着

目し、人口の変化を考慮した下式により、普通建設事業費（建築物系公共施設）の推計値を算出

した。 

 

( 普通建設事業費の推計値 ) 

＝ ( 直近 5年間の普通建設事業費平均値 ) ＋ 

    [ ( 村民税（個人）推計値 ) － ( 直近 5年間の村民税（個人）平均値 ) ] － 

 

    [ ( 扶助費推計値 ) － ( 直近 5年間の扶助費平均値 ) ] 
      

 

      

   ※検討対象は建築物系公共施設とした。 

※直近 5年間の普通建設事業費から計算した。 

 

 

 

 

  

人口減少による村民税収入の減少分 

従属人口（年少人口+老年人口）増加による扶助費の増加分 
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1-1 村民税（個人）の見通し 

村民税（個人）は、生産年齢人口数に比例すると仮定し、直近５年間の生産年齢人口１人当た

りの村民税（個人）の平均値に、将来の生産年齢人口の推計値をかけて村民税（個人）の見込み

額を算出した。推計結果を表 6-1に示す。なお、生産年齢人口の推計値は、人口ビジョン（将来

展望）から引用したが、5年毎の推計値であるため、推計していない年については、前後の推計

値を加重平均して算出した。 

表 6-1 村民税（個人）の推計値 

生産年齢
人口（人）

生産年齢
人口一人
あたりの
村民税
「千円」

村民税
[百万円]

※平成23～27年度は実績値

平成23年度 10,724 93.8 1,006

平成24年度 10,724 90.5 970
平成25年度 10,724 88.6 950
平成26年度 10,724 83.8 899
平成27年度 10,201 86.2 879
平成28年度 9,774 88.6 866.0
平成29年度 9,774 88.6 866.0
平成30年度 9,774 88.6 866.0
平成31年度 9,774 88.6 866.0
平成32年度 9,346 88.6 828.1
平成33年度 9,004 88.6 797.8
平成34年度 9,004 88.6 797.8
平成35年度 9,004 88.6 797.8
平成36年度 9,004 88.6 797.8
平成37年度 8,662 88.6 767.5
平成38年度 8,302 88.6 735.6
平成39年度 8,302 88.6 735.6
平成40年度 8,302 88.6 735.6
平成41年度 8,302 88.6 735.6
平成42年度 7,942 88.6 703.7
平成43年度 7,551 88.6 669.0
平成44年度 7,551 88.6 669.0
平成45年度 7,551 88.6 669.0
平成46年度 7,551 88.6 669.0
平成47年度 7,159 88.6 634.3
平成48年度 6,684 88.6 592.2
平成49年度 6,684 88.6 592.2
平成50年度 6,684 88.6 592.2
平成51年度 6,684 88.6 592.2
平成52年度 6,208 88.6 550.0
平成53年度 5,855 88.6 518.8
平成54年度 5,855 88.6 518.8
平成55年度 5,855 88.6 518.8
平成56年度 5,855 88.6 518.8
平成57年度 5,501 88.6 487.4
平成58年度 5,203 88.6 461.0
平成59年度 5,203 88.6 461.0
平成60年度 5,203 88.6 461.0
平成61年度 5,203 88.6 461.0
平成62年度 4,904 88.6 434.5
平成63年度 4,654 88.6 412.3
平成64年度 4,654 88.6 412.3
平成65年度 4,654 88.6 412.3
平成66年度 4,654 88.6 412.3
平成67年度 4,404 88.6 390.2
平成68年度 4,166 88.6 369.1
平成69年度 4,166 88.6 369.1
平成70年度 4,166 88.6 369.1
平成71年度 4,166 88.6 369.1
平成72年度 3,927 88.6 347.9

88.6 940.8

625.2

平成23～27年度の平均値
平成28～67年度の平均値
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1-2 扶助費の見通し 

扶助費は、従属人口（年少人口+老年人口）に比例すると仮定し、直近５年間の従属人口１人

当たりの扶助費の平均値に、将来の従属人口の推計値をかけて扶助費の見込み額を算出した。推

計結果を表 6-2に示す。なお、1-1と同様に人口推計値は、人口ビジョン（将来展望）から引用

し、推計していない年については、前後の推計値を加重平均して算出した。 

表 6-2 扶助費の推計値 

                

従属人口（人）
従属人口一人
あたりの扶助費

「千円」

扶助費
[百万円]

※平成23～27年度は実績値

平成23年度 6,174 96.9 598

平成24年度 6,174 93.9 580

平成25年度 6,174 95.2 588

平成26年度 6,174 108.0 667

平成27年度 6,299 106.4 670

平成28年度 6,346 100.1 635.2

平成29年度 6,346 100.1 635.2

平成30年度 6,346 100.1 635.2

平成31年度 6,346 100.1 635.2

平成32年度 6,393 100.1 639.9

平成33年度 6,301 100.1 630.7

平成34年度 6,301 100.1 630.7

平成35年度 6,301 100.1 630.7

平成36年度 6,301 100.1 630.7

平成37年度 6,208 100.1 621.4

平成38年度 6,111 100.1 611.7

平成39年度 6,111 100.1 611.7

平成40年度 6,111 100.1 611.7

平成41年度 6,111 100.1 611.7

平成42年度 6,013 100.1 601.9

平成43年度 5,928 100.1 593.4

平成44年度 5,928 100.1 593.4

平成45年度 5,928 100.1 593.4

平成46年度 5,928 100.1 593.4

平成47年度 5,843 100.1 584.9

平成48年度 5,834 100.1 584.0

平成49年度 5,834 100.1 584.0

平成50年度 5,834 100.1 584.0

平成51年度 5,834 100.1 584.0

平成52年度 5,825 100.1 583.1

平成53年度 5,683 100.1 568.9

平成54年度 5,683 100.1 568.9

平成55年度 5,683 100.1 568.9

平成56年度 5,683 100.1 568.9

平成57年度 5,541 100.1 554.7

平成58年度 5,351 100.1 535.6

平成59年度 5,351 100.1 535.6

平成60年度 5,351 100.1 535.6

平成61年度 5,351 100.1 535.6

平成62年度 5,161 100.1 516.6

平成63年度 4,931 100.1 493.6

平成64年度 4,931 100.1 493.6

平成65年度 4,931 100.1 493.6

平成66年度 4,931 100.1 493.6

平成67年度 4,700 100.1 470.5

平成68年度 4,473 100.1 447.7

平成69年度 4,473 100.1 447.7

平成70年度 4,473 100.1 447.7

平成71年度 4,473 100.1 447.7

平成72年度 4,245 100.1 424.9

100.1 620.6

579.6

平成23～27年度の平均値

平成28～67年度の平均値  
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1-3 普通建設事業費（建築物系）の見通し（村税収入減少、扶助費の増加を加味） 

1-1で算出した村民税（個人）の見込み額と 1-2で算出した扶助費の見込み額を用いて、1ペ

ージの推計式を適用して普通建設事業費の見込み額を算出した。推計結果を表 6-3に示す。 

表 6-3 普通建設事業費の推計 

村民税収入
の減少分
[百万円]

扶助費
の増加分
[百万円]

普通建設事業費
[百万円]

※平成23～27年度は実績値

平成23年度 ━ ━ 622.0

平成24年度 ━ ━ 592.5

平成25年度 ━ ━ 1027.3

平成26年度 ━ ━ 412.0

平成27年度 ━ ━ 1215.1

平成28年度 74.8 14.6 684.4

平成29年度 74.8 14.6 684.4

平成30年度 74.8 14.6 684.4

平成31年度 74.8 14.6 684.4

平成32年度 112.7 19.3 641.8

平成33年度 143.0 10.1 620.7

平成34年度 143.0 10.1 620.7

平成35年度 143.0 10.1 620.7

平成36年度 143.0 10.1 620.7

平成37年度 173.3 0.8 599.7

平成38年度 205.2 (8.9) 577.5

平成39年度 205.2 (8.9) 577.5

平成40年度 205.2 (8.9) 577.5

平成41年度 205.2 (8.9) 577.5

平成42年度 237.1 (18.7) 555.4

平成43年度 271.8 (27.2) 529.2

平成44年度 271.8 (27.2) 529.2

平成45年度 271.8 (27.2) 529.2

平成46年度 271.8 (27.2) 529.2

平成47年度 306.5 (35.7) 503.0

平成48年度 348.6 (36.6) 461.8

平成49年度 348.6 (36.6) 461.8

平成50年度 348.6 (36.6) 461.8

平成51年度 348.6 (36.6) 461.8

平成52年度 390.8 (37.5) 420.5

平成53年度 422.0 (51.7) 403.5

平成54年度 422.0 (51.7) 403.5

平成55年度 422.0 (51.7) 403.5

平成56年度 422.0 (51.7) 403.5

平成57年度 453.4 (65.9) 386.3

平成58年度 479.8 (85.0) 379.0

平成59年度 479.8 (85.0) 379.0

平成60年度 479.8 (85.0) 379.0

平成61年度 479.8 (85.0) 379.0

平成62年度 506.3 (104.0) 371.5

平成63年度 528.5 (127.0) 372.3

平成64年度 528.5 (127.0) 372.3

平成65年度 528.5 (127.0) 372.3

平成66年度 528.5 (127.0) 372.3

平成67年度 550.6 (150.1) 373.3

平成68年度 571.7 (172.9) 375.0

平成69年度 571.7 (172.9) 375.0

平成70年度 571.7 (172.9) 375.0

平成71年度 571.7 (172.9) 375.0

平成72年度 592.9 (195.7) 376.6

773.8

499.1

平成23～27年度の平均値

平成28～67年度の平均値
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1-4 普通建設事業費（建築物系）の見通し（村税収入減少のみを加味） 

1-1で算出した村民税（個人）の見込み額を用いて、1ページの推計式を適用して普通建設事

業費の見込み額を算出した。推計結果を表 6-4に示す。 

表 6-4 普通建設事業費の見込み 

村民税収入の減少分
[百万円]

普通建設事業費
[百万円]

平成23年度 ━ 622.0

平成24年度 ━ 592.5

平成25年度 ━ 1027.3

平成26年度 ━ 412.0

平成27年度 ━ 1215.1

平成28年度 74.8 699.0

平成29年度 74.8 699.0

平成30年度 74.8 699.0

平成31年度 74.8 699.0

平成32年度 112.7 661.1

平成33年度 143.0 630.8

平成34年度 143.0 630.8

平成35年度 143.0 630.8

平成36年度 143.0 630.8

平成37年度 173.3 600.5

平成38年度 205.2 568.6

平成39年度 205.2 568.6

平成40年度 205.2 568.6

平成41年度 205.2 568.6

平成42年度 237.1 536.7

平成43年度 271.8 502.0

平成44年度 271.8 502.0

平成45年度 271.8 502.0

平成46年度 271.8 502.0

平成47年度 306.5 467.3

平成48年度 348.6 425.2

平成49年度 348.6 425.2

平成50年度 348.6 425.2

平成51年度 348.6 425.2

平成52年度 390.8 383.0

平成53年度 422.0 351.8

平成54年度 422.0 351.8

平成55年度 422.0 351.8

平成56年度 422.0 351.8

平成57年度 453.4 320.4

平成58年度 479.8 294.0

平成59年度 479.8 294.0

平成60年度 479.8 294.0

平成61年度 479.8 294.0

平成62年度 506.3 267.5

平成63年度 528.5 245.3

平成64年度 528.5 245.3

平成65年度 528.5 245.3

平成66年度 528.5 245.3

平成67年度 550.6 223.2

平成68年度 571.7 202.1

平成69年度 571.7 202.1

平成70年度 571.7 202.1

平成71年度 571.7 202.1

平成72年度 592.9 180.9

773.8

458.2

平成23～27年度の平均値

平成28～67年度の平均値
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２ 削減目標数値の検討 

2-1 基本的な考え方 

ここでは、建築物系公共施設の延床面積に対する削減率を削減目標数値とする。 

2-2 将来人口の予測減少率を延床面積に置き換える方法 

（1）人口１人当たりの延床面積 

基準値：延床面積 55118.32㎡  （平成 28年 3月 31日時点） 

        推計人口… 16,500人  （美浦村人口ビジョン） 

        人口１人当たりの延床面積…3.34㎡ 

 

（2）将来人口に基づいた削減延床面積の推計 

 （1）で算出した人口１人当たりの延床面積を計画年度の人口推計値（総人口）に乗じて、

削減する延床面積を算出した。計画年度の人口推計値は人口ビジョンの推計値（将来展望）

を置き換えて計算した。その結果を表 6-5に示す。 

表 6-5 将来人口に基づいた削減延床面積の推計 

計画年度 推計総人口（人） 総人口減少（増加）率（％） 削減延床面積（㎡） 

平成 37年度 14,870 98.8 661 

平成 47年度 13,002  78.8 11,685 

平成 57年度 11,042  66.9 18,244 

平成 67年度 9,104  55.2 24,693 

 

削減目標 40年間で約 45％の削減 約 24,700㎡ 
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2-3 建築物系公共施設に係る充当可能な財源見込みと将来更新等費用の比較から必要削減率を

試算 

（1）過去 5年間の投資的経費が将来も続くと仮定した場合 

表 6-6建築物系公共施設に係る投資的経費の内訳 （単位:千円） 

普通会計 
   

単位：千円 

年度 既存更新分 新規整備分 用地取得分 合計 

平成 23年（2011） 286,761 42,478   329,239 

平成 24年（2012） 329,552 7,291   336,843 

平成 25年（2013） 433,955 250,612 2,970 687,537 

平成 26年（2014） 119,856 44,354   164,210 

平成 27年（2015） 416,247 96,522   512,769 

小計 1,586,371 441,257 2,970 2,030,598 

5年平均 317,274 88,251 594 406,120 

【検討 1】 

○建築物系公共施設に係る投資的経費は既存更新分、新規整備分、用地取得分の合計値を採用

する。 

①将来の更新等費用（年平均）        ：約   5.2億円 

②充当可能な財源見込み（5年間の平均）   ：約   4.1億円 

③年平均不足費用（①－②）         ：約  1.1億円 

④延床面積の縮減割合（③÷①×100）      ：約   21.2％ 

（１ － 4.1億円/年 ÷ 5.2億円/年 ）✕100 ＝ 21.2％→約 21％ 

（充当可能財源見込み） （将来の更新等費用）       （削減目標） 

【検討 2】 

○建築物系公共施設に係る投資的経費は既存更新分（既存の公共施設を建替え及び改修するた

めの費用）のみとする。 

①将来の更新等費用（年平均）        ：約 5.2億円 

②充当可能な財源見込み（5年間の平均）   ：約 3.2億円 

③年平均不足費用（①－②）         ：約  2.0億円 

④延床面積の削減割合（③÷①×100）      ：約  38.5％ 

（１ － 3.2億円/年 ÷ 5.2億円/年 ）✕100 ＝38.5％→約 39％ 

（充当可能財源見込み） （将来の更新等費用）       （削減目標） 
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【資料】村民アンケートによる意向調査結果 

 

 実施期間：平成 28 年 10月 26日（水）～11月 11日（金）まで 

 対象：美浦村在住の 18歳以上の 2,000人を無作為に抽出 

 回答数：675人 

 回答率：34％ 

 調査結果の見方 

 回答率の表記について，各回答率の百分率は四捨五入している為，合計が 100％にならないこと

があります。 

 

 

・性別 

 

 

・年代 

 

 

 

  

41.2%
56.4%

2.4%

男性

女性

無回答

7.4%
8.7%

14.8%

17.2%26.4%

23.9%

1.6%
10歳代・20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

無回答

性別 回答数 回答割合 

男性 278 41.2% 

女性 381 56.4% 

無回答 16 2.4% 

合計 675 100% 

年代 回答数 回答割合 

10歳代 

20歳代 
50 7.4% 

30歳代 59 8.7% 

40歳代 100 14.8% 

50歳代 116 17.2% 

60歳代 178 26.4% 

70歳代 161 23.9% 

無回答 11 1.6% 

合計 675 100% 
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・職業 

 

 

 

 

   

 

 

 

・家族構成 

 

  

 

 

7.1%
1.9%

3.6%

25.2%

14.4%17.5%

2.2%

23.4%

2.2% 2.5%

自営業

農林水産業

会社・団体役員

会社員、団体職員、公

務員
パート、アルバイト

専業主婦(主夫)

学生

無職

その他

無回答

9.3%

25.8%

11.9%25.6%

8.7%

9.0%
7.1%

2.5%

一人暮らし

夫婦のみ

親と子(中学生以下の

家族がいる)

親と子(中学生以下の

家族がいない)

3世代(中学生以下の

家族がいる)

3世代(中学生以下の

家族がいない)

その他

無回答

職業 回答数 回答割合 

自営業 48 7.1% 

農林水産業 13 1.9% 

会社・団体役員 24 3.6% 

会社員、団体職員、 

公務員 
170 25.2% 

パート、アルバイト 97 14.4% 

専業主婦(主夫) 118 17.5% 

学生 15 2.2% 

無職 158 23.4% 

その他 15 2.2% 

無回答 17 2.5% 

合計 675 100% 

家族構成 回答数 回答割合 

一人暮らし 63 9.3% 

夫婦のみ 174 25.8% 

親と子(中学生以下の

家族がいる) 
80 11.9% 

親と子(中学生以下の

家族がいない) 
173 25.6% 

3 世代(中学生以下の

家族がいる) 
59 8.7% 

3 世代(中学生以下の

家族がいない) 
61 9.0% 

その他 48 7.1% 

無回答 17 2.5% 

合計 675 100% 
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・居住地区 

 

 

 

 

・住居年数 

 

  

・通勤通学                  

 

    

39.1%

42.7%

15.9%

0.6%

0.0%
1.8% 木原地区

大谷地区

安中地区

上記以外

不明・分からな

い
無回答

3.3% 6.8%
6.1%

81.6%

2.2% １年未満

１年以上５年未満

５年以上１０年未

満

１０年以上

無回答

16.6%

33.8%
41.3%

8.3%

村内の会社・学校へ

通勤・通学している

村外の会社・学校へ

通勤・通学している

通勤・通学していない

（自営業、家業に従

事、家事、無職など）

無回答

居住地区 回答数 回答割合 

木原地区 264 39.1% 

大谷地区 288 42.7% 

安中地区 107 15.9% 

上記以外 4 0.6% 

不明・分からない 0 0.0% 

無回答 12 1.8% 

合計 675 100% 

住居年数 回答数 回答割合 

1年未満 22 3.3% 

1年以上 5年未満 46 6.8% 

5年以上 10年未満 41 6.1% 

10年以上 551 81.6% 

無回答 15 2.2% 

合計 675 100% 

通勤通学 回答数 回答割合 

町内 112 16.6% 

町外 228 33.8% 

しない 279 41.3% 

無回答 56 8.3% 

合計 675 100% 
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13.6 

3.4 

0.6 

1.5 

5.5 

3.7 

0.4 

2.7 

3.3 

8.0 

24.1 

4.6 

3.9 

28.3 

16.1 

17.5 

4.3 

3.4 

3.1 

47.4 

22.8 

11.7 

13.5 

22.7 

19.7 

23.6 

10.1 

12.0 

10.1 

15.7 

30.5 

67.0 

68.4 

35.6 

46.5 

42.4 

72.4 

68.6 

70.5 

18.1 

8.9 

13.3 

13.6 

12.0 

12.1 

12.9 

12.7 

13.3 

13.0 

10.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公民館・集会施設

社会福祉施設

文化施設

保健施設

スポーツ施設

公園

宿泊施設

学校施設（体育館等）

幼児・児童施設

庁舎等

よく利用（月に1回以上） 時々利用（年に数回） ほとんど利用しない 利用したことがない 無回答

２ 公共施設の利用状況を、お聞かせください。ただし、家族の送迎といった利用は除きます。 

【問１】過去３年間の公共施設の利用頻度について、施設分類ごとにお答えください。 

施設分類ごとに該当する項目の番号に、○印を付けてください。 

該当番号に１個に○印（単数回答） 

機能別施設 

よく利用

（月に 1 回

以上） 

時々利用

（年に数

回） 

ほとんど利

用しない 

利用したこ

とがない 
無回答 合計 

公民館・集会施設 
回答数 92 163 154 206 60 675 

割合（％） 13.6% 24.1% 22.8% 30.5% 8.9% 100% 

社会福祉施設 
回答数 23 31 79 452 90 675 

割合（％） 3.4% 4.6% 11.7% 67.0% 13.3% 100% 

文化施設 
回答数 4 26 91 462 92 675 

割合（％） 0.6% 3.9% 13.5% 68.4% 13.6% 100% 

保健施設 
回答数 10 191 153 240 81 675 

割合（％） 1.5% 28.3% 22.7% 35.6% 12.0% 100% 

スポーツ施設 
回答数 37 109 133 314 82 675 

割合（％） 5.5% 16.1% 19.7% 46.5% 12.1% 100% 

公園 
回答数 25 118 159 286 87 675 

割合（％） 3.7% 17.5% 23.6% 42.4% 12.9% 100% 

宿泊施設 
回答数 3 29 68 489 86 675 

割合（％） 0.4% 4.3% 10.1% 72.4% 12.7% 100% 

学校施設（体育館等） 
回答数 18 23 81 463 90 675 

割合（％） 2.7% 3.4% 12.0% 68.6% 13.3% 100% 

幼児・児童施設 
回答数 22 21 68 476 88 675 

割合（％） 3.3% 3.1% 10.1% 70.5% 13.0% 100% 

庁舎等 
回答数 54 320 106 122 73 675 

割合（％） 8.0% 47.4% 15.7% 18.1% 10.8% 100% 
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【【問２】【問１】で、１～３｢利用する｣とお答えした公共施設について、適切であると思われるも

のを選んでください。該当番号全て○印(複数回答，問 1で 1～3「利用する」と答えた公

共施設について集計，以下同様)  

機能別施設 数 
規模（大

きさ） 
場所 サービス 無回答 合計 

公民館・集会施設 
回答数 117 157 224 81 96 675 

割合（％） 28.6% 38.4% 54.8% 19.8% 23.5% 165.0% 

社会福祉施設 
回答数 25 41 40 30 40 176 

割合（％） 18.8% 30.8% 30.1% 22.6% 30.1% 132.3% 

文化施設 
回答数 30 39 40 18 36 163 

割合（％） 24.8% 32.2% 33.1% 14.9% 29.8% 134.7% 

保健施設 
回答数 95 113 175 116 92 591 

割合（％） 26.8% 31.9% 49.4% 32.8% 26.0% 166.9% 

スポーツ施設 
回答数 71 128 142 42 79 462 

割合（％） 25.4% 45.9% 50.9% 15.1% 28.3% 165.6% 

公園 
回答数 58 124 130 28 88 428 

割合（％） 19.2% 41.1% 43.0% 9.3% 29.1% 141.7% 

宿泊施設 
回答数 28 32 47 21 34 162 

割合（％） 28.0% 32.0% 47.0% 21.0% 34.0% 162.0% 

学校施設（体育館等） 
回答数 37 50 57 15 40 199 

割合（％） 30.3% 41.0% 46.7% 12.3% 32.8% 163.1% 

幼児・児童施設 
回答数 29 29 48 21 39 166 

割合（％） 26.1% 26.1% 43.2% 18.9% 35.1% 149.5% 

庁舎等 
回答数 113 130 229 144 145 761 

割合（％） 23.5% 27.1% 47.7% 30.0% 30.2% 158.5% 

   

117

25

30

95

71

58

28

37

29

113

157

41

39

113

128

124

32

50

29

130

224

40

40

175

142

130

47

57

48

229

81

30

18

116

42

28

21

15

21

144

96

40

36

92

79

88

34

40

39

145

0 100 200 300 400 500 600 700 800

公民館・集会施設

社会福祉施設

文化施設

保健施設

スポーツ施設

公園

宿泊施設

学校施設（体育館等）

幼児・児童施設

庁舎等

数 規模（大きさ） 場所 サービス 無回答
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【問３】【問１】で、１～３「利用する」とお答えした公共施設の利用の目的を選んでください。 

該当番号全て○印(複数回答，問 2で 1～3「利用する」と答えた公共施設について集計，

以下同様)  

機能別施設 

講座・趣

味・スポー

ツ 

自治会・

PTA・地

域活動 

福祉・医

療サービ

ス 

その他 無回答 合計 

公民館・集会施設 
回答数 170 103 19 64 84 440 

割合（％） 41.6% 25.2% 4.6% 15.6% 20.5% 107.6% 

社会福祉施設 
回答数 17 30 35 27 29 138 

割合（％） 12.8% 22.6% 26.3% 20.3% 21.8% 103.8% 

文化施設 
回答数 38 22 4 24 33 121 

割合（％） 31.4% 18.2% 3.3% 19.8% 27.3% 100.0% 

保健施設 
回答数 15 14 224 36 71 360 

割合（％） 4.2% 4.0% 63.3% 10.2% 20.1% 101.7% 

スポーツ施設 
回答数 144 23 2 47 71 287 

割合（％） 51.6% 8.2% 0.7% 16.8% 25.4% 102.9% 

公園 
回答数 101 41 7 91 81 321 

割合（％） 33.4% 13.6% 2.3% 30.1% 26.8% 106.3% 

宿泊施設 
回答数 37 10 2 27 29 105 

割合（％） 37.0% 10.0% 2.0% 27.0% 29.0% 105.0% 

学校施設（体育館等） 
回答数 35 35 1 22 33 126 

割合（％） 28.7% 28.7% 0.8% 18.0% 27.0% 103.3% 

幼児・児童施設 
回答数 6 24 2 45 36 113 

割合（％） 5.4% 21.6% 1.8% 40.5% 32.4% 101.8% 

庁舎等 
回答数 4 25 70 271 144 514 

割合（％） 0.8% 5.2% 14.6% 56.5% 30.0% 107.1% 

  

170

17

38

15

144

101

37

35

6

4

103

30

22

14

23

41

10

35

24

25

19

35

4

224

2

7

2

1

2

70

64

27

24

36

47

91

27

22

45

271

84

29

33

71

71

81

29

33

36

144

0 100 200 300 400 500 600

公民館・集会施設

社会福祉施設

文化施設

保健施設

スポーツ施設

公園

宿泊施設

学校施設（体育館等）

幼児・児童施設

庁舎等

講座・趣味・スポーツ 自治会・PTA・地域活動 福祉・医療サービス その他 無回答
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【問４】美浦村以外の市町村にある公共施設を利用する回数についてお答えください。  

該当番号に１個に○印（単数回答） 

機能別施設 
週に 1 回

以上 

月に 1 回

以上 

年に数回

程度 

利用しなか

った 
無回答 合計 

公民館・集会施設 
回答数 9 31 99 357 179 675 

割合（％） 1.3% 4.6% 14.7% 52.9% 26.5% 100% 

社会福祉施設 
回答数 2 2 24 439 208 675 

割合（％） 0.3% 0.3% 3.6% 65.0% 30.8% 100% 

文化施設 
回答数 1 5 41 414 214 675 

割合（％） 0.1% 0.7% 6.1% 61.3% 31.7% 100% 

保健施設 
回答数 3 1 64 400 207 675 

割合（％） 0.4% 0.1% 9.5% 59.3% 30.7% 100% 

スポーツ施設 
回答数 14 19 82 351 209 675 

割合（％） 2.1% 2.8% 12.1% 52.0% 31.0% 100% 

公園 
回答数 8 36 118 303 210 675 

割合（％） 1.2% 5.3% 17.5% 44.9% 31.1% 100% 

宿泊施設 
回答数 0 2 30 425 218 675 

割合（％） 0.0% 0.3% 4.4% 63.0% 32.3% 100% 

学校施設（体育館等） 
回答数 1 2 24 426 222 675 

割合（％） 0.1% 0.3% 3.6% 63.1% 32.9% 100% 

幼児・児童施設 
回答数 0 2 30 425 218 675 

割合（％） 0.0% 0.3% 4.4% 63.0% 32.3% 100% 

庁舎等 
回答数 1 2 24 426 222 675 

割合（％） 0.1% 0.3% 3.6% 63.1% 32.9% 100% 

 

1.3 

0.3 

0.1 

0.4 

2.1 

1.2 

0.1 

0.4 

0.4 

4.6 

0.3 

0.7 

0.1 

2.8 

5.3 

0.3 

0.3 

0.1 

1.8 

14.7 

3.6 

6.1 

9.5 

12.1 

17.5 

4.4 

3.6 

1.8 

13.9 

52.9 

65.0 

61.3 

59.3 

52.0 

44.9 

63.0 

63.1 

63.9 

54.1 

26.5 

30.8 

31.7 

30.7 

31.0 

31.1 

32.3 

32.9 

33.8 

29.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公民館・集会施設

社会福祉施設

文化施設

保健施設

スポーツ施設

公園

宿泊施設

学校施設（体育館等）

幼児・児童施設

庁舎等

週1回以上 月1回以上 年に数回程度 利用なし 無回答
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293
260 248

143 119
68 66

33 29

機能別延べ人数（ランキング形式）庁舎等除く

【問５】下記の施設一覧は、広く村民が利用できる村の施設です。その中から、過去 1年 

利用したことのある主な個別施設すべてに○をつけてください。（複数回答） 

順位 施設名 件数 順位 施設名 件数 

1 美浦村役場 272 16 木原小学校 29 

2 保健センター（サンテホール） 248 17 水処理センター（上下水道課） 27 

3 中央公民館 188 18 美浦幼稚園 25 

4 
光と風の丘公園（スポーツ施設・ロッジ

ハウス以外） 
105 19 安中小学校 20 

5 木原城址城山公園 92 20 デイサービスセンター 17 

6 
光と風の丘公園（多目的競技場・野球場・

テニスコート） 
88 21 大須賀津湖畔公園 14 

7 木原地区多目的集会施設 63 22 大谷時計台児童館 13 

8 老人福祉センター 48 23 木原城山児童館 13 

9 陸平貝塚公園 44 24 
村民運動公園（福祉センター野球

場・ゲートボール場） 
12 

10 農林漁業者トレーニングセンター 43 25 大谷保育所 10 

11 安中地区多目的研修集会施設 42 26 
新明池公園（大須賀津集落センタ

ー） 
5 

12 美浦中学校 40 27 木原保育所 5 

13 大谷小学校 30 28 里山交流館（体験交流館） 4 

14 文化財センター 29 29 ホープ作業所 3 

15 光と風の丘公園（ロッジハウス） 29 30 無回答 249 
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３ 今後の公共施設のあり方についてお聞きします。 

それぞれの項目について、該当する番号に○印をつけてください。 

 

【問６】あなたは、美浦村の公共施設について満足していますか。 

(次の中から、1つだけ)（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.5%

41.9%29.8%

9.8%
9.0% 満足している

ほぼ満足している

あまり満足していない

満足していない

無回答

回答 回答数 回答割合 

満足している 64 9.5% 

ほぼ満足している 283 41.9% 

あまり満足していない 201 29.8% 

満足していない 66 9.8% 

無回答 61 9.0% 

合計 675 100% 
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【問７】公共施設に満足していないと答えた理由はなぜですか。 

（次の中から、３つまで）（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

104

127

105

41

7

25

8

11

32

7

0 20 40 60 80 100 120 140

施設・設備の老朽化や、トイレなど不衛生だから

利用する機会がないから（利用したい時間に開いていないか

ら）

希望する設備、機能がないから

交通の便が悪いから

利用料金が高いから

サービスが良くないから（民間施設のサービスに劣るから）

バリアフリー対応になっていないから

施設が狭いから（具体的な施設名：

その他（具体的な理由：

無回答

回答 回答数 

施設・設備の老朽化や、トイレなど不衛生だから 104 

利用する機会がないから（利用したい時間に開いていないから） 127 

希望する設備、機能がないから 105 

交通の便が悪いから 41 

利用料金が高いから 7 

サービスが良くないから（民間施設のサービスに劣るから） 25 

バリアフリー対応になっていないから 8 

施設が狭いから（具体的な施設名：    11 

その他（具体的な理由：  32 

無回答 7 
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【問７】８．施設が狭いから（具体的な施設名：        ）回答した方【自由記述欄】 
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【問７】９．その他（具体的な理由：             ）回答した方【自由記述欄】 
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【問８】村の公共施設は、昭和４０年代から５０年代に建てられたものが多く、老朽化とともに、

近い将来一斉に建替えなどを実施しなければならない時期を迎えます。 

一方で、少子高齢化の影響などから財政状況は厳しさを増し、今あるすべての公共施設や機能

を維持し続けることが難しくなる見込みです。 

こうしたことは、全国的な傾向ですが、あなたは、このような状況をご存じでしたか。 

(次の中から、1つだけ) （単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28.4%

38.1%

20.3%

13.2% 知っている

聞いたことはあるが、詳しくは知らない

知らない

無回答

回答 回答数 回答割合 

知っている 192 28.4% 

聞いたことはあるが、詳しくは知らない 257 38.1% 

知らなかった 137 20.3% 

無回答 89 13.2% 

合計 675 100% 
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【問９】美浦村では、公共施設の老朽化の現状を踏まえ、今後も安全で安心な公共施設を提供する

ため公共施設の縮小や廃止、複合化※といった取り組み（話し合い）を進めようとしてい

ますが、これについてどう考えますか。（次の中から、１つだけ）（単数回答） 

 

※複合化とは、本来設置目的が異なる施設のスペース（体育館や会議室など）を、施設の有

効活用の観点から組み合わせることをいいます。児童館や公民館との複合化や学校と高齢

福祉施設との複合化など。スペースの有効利活用を図ることで、建物の面積を減らすこと

が出来るほか、施設の管理費用（光熱水費など）の削減の効果が期待できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

45.2%

38.5%

3.9% 1.2%
6.8% 4.4%

賛成

どちらかと言えば賛成

どちらかと言えば反対

反対

どちらともいえない（理

由

回答 回答数 回答割合 

賛成 305 45.2% 

どちらかと言えば賛成 260 38.5% 

どちらかと言えば反対 26 3.9% 

反対 8 1.2% 

どちらともいえない（理由      46 6.8% 

無回答 30 4.4% 

合計 675 100% 
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【問９】５．どちらともいえない（理由                ）回答した方 

【自由記述欄】 
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【問１０】今後、公共施設の縮小や廃止、複合化により、今まで利用できた施設が利用できなくなっ

たりし、利用料金が値上がりすることも考えられます。このことに対して、あなたのお考

えに近いものをお答えください。 

（次の中から、１つだけ）（単数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23.7%

64.4%

7.3%
4.6%

容認できる

ある程度までなら容認できる

容認できない

無回答

回答 回答数 回答割合 

容認できる 160 23.7% 

ある程度までなら容認できる 435 64.4% 

容認できない 49 7.3% 

無回答 31 4.6% 

合計 675 100% 
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【問１１】文部科学省における小学校の適正規模（学級数）の考え方では、小学校は１学年に２学級

以上が望ましいとされています。適正な学級数を確保するためには、学校の統廃合も考え

られますが、このことに対してどのように考えますか。（次の中から、１つだけ）（単数回

答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.9%

70.2%

9.5%
2.4% 5.0%

統廃合すべきではない

状況によって統廃合を行うべき

文部科学省の考え方に従い統廃合

を行うべき
その他

無回答

回答 回答数 回答割合 

統廃合すべきではない 87 12.9% 

状況によって統廃合を行うべき 474 70.2% 

文部科学省の考え方に従い統廃合を行うべき 64 9.5% 

その他 16 2.4% 

無回答 34 5.0% 

合計 675 100% 
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【問１１】4．その他（具体的に               ）回答した方【自由記述欄】 
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【問１２】今後、公共施設の量を減らすことを検討した場合、どのような点に重点を置くべきだと

考えますか。（次の中から、３つまで）（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

  

48.3%

64.9%

43.0%

39.4%

38.5%

8.9%

1.6%

6.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

老朽化が著しい施設

利用者が少ない施設

一部の個人・団体しか使われない施設

同じような用途で重複している施設

維持費用が掛かりすぎる施設

他の市町村や民間で同様のサービスを受けることのできる施設

その他（具体的に

無回答

回答 回答数 回答割合 

老朽化が著しい施設 326 48.3% 

利用者が少ない施設 438 64.9% 

一部の個人・団体しか使われない施設 290 43.0% 

同じような用途で重複している施設 266 39.4% 

維持費用が掛かりすぎる施設 260 38.5% 

他の市町村や民間で同様のサービスを受けることのできる施設 60 8.9% 

その他（具体的に 11 1.6% 

無回答 43 6.4% 
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【問１２】７．その他（具体的に              ）回答した方【自由記述欄】 
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【問１３】今後、公共施設の更新や維持に必要な財源が不足する場合、あなたはどのように対応す

べきと考えますか。(次の中から、1つだけ) （単数回答） 

 

 

 

 

  

49.8%

3.9%

13.8%

13.6%

4.3%

0.9%
3.3%

10.5%

公共施設を縮小・廃止するなど、財政

状況に見合った施設量にする
他の公共サービスを削減し、財源を確

保する
現在無料の施設も可能な限り有料化

し、財源を確保する。
利用者が財源を負担するべき。（利用

料の値上げ 等）。
村の施設なので、村民が財源を負担す

るべき
地方債※の発行など、村が借金をす

る。
その他

無回答

回答 回答数 回答割合 

公共施設を縮小・廃止するなど、財政状況に見合った施設量にする 336 49.8% 

他の公共サービスを削減し、財源を確保する 26 3.9% 

現在無料の施設も可能な限り有料化し、財源を確保する。 93 13.8% 

利用者が財源を負担するべき。（利用料の値上げ 等）。 92 13.6% 

村の施設なので、村民が財源を負担するべき 29 4.3% 

地方債※の発行など、村が借金をする。 6 0.9% 

その他（具体的な方法： 22 3.3% 

無回答 71 10.5% 

合計 675 100% 
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【問１３】７．その他（具体的な方法：             ）回答した方【自由記述欄】 
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【問１４】施設規模の縮小も止むを得ないと思われる施設があれば、具体的な施設名（美浦村が

所有する全ての建物が対象です。）をお聞かせください。 

※ご意見が無い場合は、記入不要です。【自由記述欄】 
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